様式第2号（第4条関係）
 第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様
出雲市長　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　

乳児等通園支援事業認可通知書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった乳児等通園支援事業については、児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づき、下記のとおり認可しましたので通知します。

記

	名称
	

	事業の種類
	

	所在地
	

	定員
	　　　　　　　人

　　（内訳）
　　　０歳児　　　　　人
　　　１歳児　　　　　人
　　　２歳児　　　　　人

	事業開始年月日
	



注意事項
１　認可を受けた基準の維持及び向上に努めること。
２　市が実施する立入調査及び書類の閲覧を含む事業の実施状況についての確認を受けること。
３　市が口頭又は文書で指導を行った事項及び改善の勧告については、改善するように努めること。
４　この通知書に記載された事項を変更するときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届を市長に提出し、承認を受けること。
５　事業の実施が困難な事由が生じたときは、速やかにその理由を付して乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書を市長に提出すること。
６　事業の実施が困難になった場合において、事業を制限し、事業の全部若しくは一部を停止し、又は認可を取り消されたときは、事業者は保護者負担の増額、保育水準の低下そのたサービス利用者に不利益な取り扱いが生じないように、連携施設への入所等の必要な措置を講ずること。
教示文
１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、出雲市長に対して審査請求をすることができます。
２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、出雲市を被告として（訴訟において出雲市を代表する者は出雲市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

